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≪ 2.特定保健用食品の表示許可に係る調査審議≫  

【継続審議品目】  

「 DHA入りリサーラソーセージω」（マルハニチロ株式会社）  

○□□委員  それでは、個別品目の審議に入りたいと思います。

本日の特定保健用食品の表示許可に係る調査審議におきましては、継続審議品目

「 DHA入りリサーラソーセージω」、マルハニチロ株式会社でございます。  

 本日は、まず第 55回調査会で継続審議となったマルハニチロ株式会社の「 DHA入

りリサーラソーセージω」についての審議をしてまいりたいと思います。  

 事務局から、審議の経緯や申請者からの回答書等の概要について説明をお願いい

たします。  

○消費者委員会事務局  では、事務局から、この品目について説明させていただき

ます。  

 今、□□委員からお話がありましたように、この品目につきましては、今年 5月

29日に開催されました第 55回の調査会で御審議いただいております。そのときには

4項目の指摘が出されまして、継続審議となりました。その指摘に対する回答書が

提出されてきましたので、本日、その回答書について皆様に御審議いただくという

運びになっております。  

 それでは、お手元の資料 1を御覧いただけますでしょうか。「『 DHA入りリサーラソ

ーセージω』に係る指摘事項に対する回答」という資料でございます。これが指摘

事項に対する回答でして、前回の指摘事項は 4項目ございました。指摘事項と回答

を説明させていただきます。  

 まず、指摘事項（ 1）です。関与成分である DHA及び EPAの疾病リスク低減効果につ

いて詳細に検討する必要があるので、提出された有効性根拠資料について、対象者

や DHA及び EPAの心血管疾患のリスク低減作用に関する情報を整理したエビデンス

テーブルを提出されたいということでございました。

この回答につきましては、また後ほど説明させていただきます。

指摘事項（ 2）関与成分摂取と疾病との関係について示した介入研究、文献 1-5、

1-6、1-7の対象者は全て患者である。特定保健用食品は健常者あるいは病気と健康

の境界領域の者が利用する食品であることから、これらの者を対象とした文献を提

出されたいということです。  

 これに対する回答といたしましては、一般集団を対象とした文献として文献 1-24

を追加提出しますということ。それから、文献 1-11としてメタアナリシスの論文が

あるのですけれども、この中で採用している幾つかの論文についても健常者あるい

は境界領域の者が対象者として含まれていますということでございます。  

2ページ目に行っていただきまして、指摘事項（ 3）です。関与成分摂取と病気と



第 57 回新開発食品評価第一調査会 議事録 

2 

 

の関係について示したメタアナリシス、文献 1-11について、対象者の特性が不明で

ある。ついては、メタアナリシスの対象となった論文についてもエビデンステーブ

ルを作成し、対象者や用量、結果等に関する情報を整理されたいということでござ

います。  

 回答のほうは、メタアナリシスの対象となった論文 1から 40についてもエビデン

ステーブルにまとめましたということでございます。  

 それから、指摘事項（ 4）関与成分摂取が血中 TG値に及ぼす影響について示した

ヒト臨床試験のうち、文献 1-21、1-22、1-23は申請者の自社製品の試験である。関

与成分の疾病リスク低減効果が医学的・栄養学的に確立されたものであることを示

すため、申請者以外によって実施された試験の文献についても提出されたいという

ことです。  

 これに対する回答として、文献 1-25という他社で行われた試験を追加提出すると

いうことでございます。  

 これらを全部含めまして、指摘事項（ 1）の回答になるわけですけれども、追加さ

れた論文も含めましてエビデンステーブルを作りましたということです。そのエビ

デンステーブルが資料 1の次のページ以降の表になっております。  

 追加提出されました文献 1-24、 1-25の本文がその後についております。  

 その後に補足資料というタグがついたページがございます。何か所か色がついた

資料でございますけれども、これは今の申請書にもついておるのですけれども、申

請書に使いました資料です。文献 1-1から 4-1になりますけれども、提出された資料

がそれぞれどんな資料であるか。観察研究なのか、介入研究なのか、メタアナリシ

スなのかということを色別で分かりやすく示した表でございます。  

 申請者からの指摘事項に対する回答並びにそれに関連する資料についての説明

は以上でございます。  

○□□委員  ありがとうございました。  

 それでは、今御説明の内容について、御質問、御意見、委員の皆様から頂きたい

と思います。  

 まず、エビデンステーブルを作っていただいたので、一つ一つ見ていきたいと思

いますが、よろしいでしょうか。  

 3ページ目の文献 1-1から始められております。まずは文献 1-1から 1-4まで観察研

究でございます。観察研究につきましては、前回も見ましたけれども、対象者が冠

状動脈性心疾患の既往歴のない方について、魚の摂取が 45g以上の群で冠状動脈性

心疾患による死亡率が魚を食べない群と比べて 50％以下と少なかったという観察

研究でございます。  

 文献 1-2も観察研究で、魚の摂取ですね。これも特に DHA及び EPAの摂取量が多い

ほど冠状動脈性心疾患のリスクが低下するということが明らかになっております。
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これも疾病の方は除外されているということでございます。  

 文献 1-3は日本人の観察研究で、24年間の追跡結果です。n-3系脂肪酸の摂取量が

最も多い群は、最も摂取量が低い群と比べて心疾患による死亡率が低いということ

で有効性が示されております。n-3系脂肪酸の中で DHA、EPA、特に DHAは心疾患とよ

り強い負の相関が認められたという観察研究です。  

 それから、文献 1-4は米国のデータですけれども、こちらは血中の DHA、 EPAと心

疾患発症のリスクの低下との相関が認められたということで、一応、魚の摂取、特

にその中でも血中の DHA、EPAまで測ると、観察研究では心疾患との負の相関が認め

られるというデータが出ております。  

 それから、文献 1-5からは介入研究ということで、文献 1-5、6、7、全部患者さん

です。そして、文献 1-8はレビューになります。これは FDAのレビューなのですけれ

ども、すみません、先ほどの患者さんの例でも、DHA、EPAの摂取、魚の摂取と心疾

患のイベントのリスク低減が認められたということは書かれておりますが、一応、

患者さんなので健常者のデータを出してくださいという指摘事項をしたところで

ございます。  

 文献 1-8が FDAのレビューですが、疾病リスクとの関連はあるのだけれども、決定

的な証拠はないというのが FDAの見解でございます。  

 それから、文献 1-9はオーストラリア・ニュージーランドの FSANZという政府機関

ですけれども、食品基準機関というところが評価した結果においては、 TG、 HDLコ

レステロールをマーカーとした場合に、 n-3系脂肪酸の摂取と心疾患のリスク低減

との関係が認められるということ。主なバイオマーカーですけれども、 TGと低 HDL

コレステロールについて相関が認められたということでございます。  

 それから、文献 1-10からはメタアナリシスになります。  

 文献 1-11は、今回、メタアナリシスについて、特に患者の方だけではなくて健常

者の方も含まれているかということで指摘事項を出しております。確かに患者さん

が多いのですけれども、文献 1-11の中身が 11ページからになっております。1、2と

左側に番号がついておりますが、これが 40まであります。この中で申請者が、健常

人が含まれているよと言っているのが 6です。健康な高コレステロール血症者と書

いております。高コレステロール血症の方ですけれども健康な方ということで、右

側にリスクが書いてありますけれども、一応相対リスクが低下するということ。  

 それから、次が 8です。これも健常者ということで、 0.98の相対リスク。  

 次のページ、15ページの 12番も、心疾患イベントの病歴のない男性と閉経後の女

性ということで、健常者ですけれども、これはリスクが低下は認められないという

結果になっております。  

 あとはずっと患者さんなのですけれども、めくっていただいて、18ページの 20番

です。病者ではない男性ということで、相対リスクが 0.83となっています。  
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 それから、あとずっと患者さんなのですけれども、24ページの 36番、こちらも健

常者と言ってはおります。リスクはあまり下がっていないということ。  

 それから、 25ページの 38番、こちらも健常者ということで、 CVDの相対リスクが

0.53ということで下がっている。  

 最後、 40番です。 26ページを見ていただいて、 40番も、過去に心疾患、脳卒中、

がん等を発症していない方ということで、相対リスクが 0.92。  

 一応ここまで 40の論文について全部示してくださっているので、その中で 9論文

は健常者の方。中にはちょっと効果がないというのもありますけれども、一応健常

な方についても示していただいたということでございます。  

 ここまででいかがでしょうか。委員の先生方、御意見をお願いいたします。  

 それから、文献 1-24は新たに出してくださっていて、これはアンブレラレビュー

ということなので、メタアナリシスを集めて、さらにそれを解析したという 1段階

上のレビューになります。これが文献 1-24ということで、新しくつけていただいて

います。  

 この中で、今見ているのは資料 1の 27ページの文献 1-24という論文になります。

食品の栄養素については、RCTの 2つのメタアナリシスで n-3系 PUFAの摂取は CVDリス

クを有意に低下させたということで、リスクは 0.89％で、有意な差は出ているとい

うこと。  

 次のページ、 28ページに 6番と 52番の論文が出ています。一般の集団を対象とし

たことで、 n-3系と心疾患のイベントについて負の相関が認められたということで

ございます。  

 それから、文献 1-15については観察研究なのですけれども、虚血性心疾患、脳卒

中、がんの病歴のない方、 2万 3313人の方についても検討をしたところ。  

 すみません、事務局、これは摂取との関係があるのかな。ちょっと書き方が。  

○消費者委員会事務局  文献 1-15ですか。  

○□□委員  はい。 DHAとの関係が書いていないのですけれども。  

 すみません。これは TGと心疾患の関係ですね。  

 では、今までのところ、文献 1-24まで出してくださったところについて御意見を

頂きたいと思います。いかがでしょうか。  

 □□委員、いかがですか。  

○□□委員  □□です。  

 今日出ている資料 1もそうですね。多分、有効性という点ではリスクレシオを大

体 1割ぐらいは下げられそうという形で、そうじゃない報告もありますけれども、

おおむねこれは堅ろう性が高いのではないかなと考えています。  

 以上です。  

○□□委員  ありがとうございました。  
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 ほかはいかがでしょうか。□□委員、いかがでしょうか。  

○□□委員  このようにきちんとテーブルにまとめていただきましたので、非常に

分かりやすくなったという印象を受けております。  

○□□委員  ありがとうございます。  

 □□委員はいかがですか。  

○□□委員  私も分かりやすくなって、おおむね示されているように思います。  

○□□委員  ありがとうございます。  

 それでは、□□委員、いかがでしょう。  

○□□委員  私も、ここまでしっかりまとめていただいているので、これはおおむ

ねよろしいのではないかと判断できると思います。  

 以上です。  

○□□委員  ありがとうございます。  

 □□委員、いかがでしょうか。  

○□□委員  ありがとうございます。しっかり表にまとまっておりますし、前回も

話題になりました別の国ではどうかという、国際的な中で見たときにどうかといっ

た辺りでも情報が十分出ているのではないかなと感じました。  

 以上です。  

○□□委員  ありがとうございました。  

 それでは、文献 1-11のメタアナリシスについて、さらに 40の論文も明らかにデー

タを見せていただいて、委員の皆様におかれましては、このデータでお認めできる

のではないかという御意見を頂きました。これは指摘事項（ 3）までについて今ク

リアできたということでございます。  

 次の指摘事項（ 4）は関与成分の摂取が血中 TG値に及ぼす効果について示したヒ

ト試験のうち、文献 1-21、22、23は自社製品であるということで、申請者以外の試

験のデータを見せてほしいという指摘でございました。これが文献 1-25になってお

ります。  

 文献 1-25はエビデンステーブルの 37ページになっています。これが新しい文献と

して提出されました。血中 TG値が 100から 300mg/dlの試験者、EPA、DHAをそれぞれ 12

週間摂取、対照群はオリーブ油ということでございます。これについても TG値が下

がっているということ。一方、対照飲料については、TG値は変化しなかったという

ことで、申請者以外の論文、文献 1-25についても TGとの相関が認められたというこ

とでございます。  

 文献 1-25は今日の資料についております。エイコサペンタエン酸含有飲料の血中

脂質に及ぼす効果ということで 1-25を見ていただきますと、日本人のデータが出て

いるということで、 TG値が EPA摂取群で下がっているというきれいなデータは出て

おります。  
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 委員の先生方、いかがでしょうか。特に御意見はよろしいですか。これでお認め

できるということでよろしいでしょうか。  

 ありがとうございます。  

 補足のところでエビデンステーブルにも示しておりますという、以上、回答書で

ございました。  

 それでは、今回、前回の指摘事項に関して出されたデータについては、委員の先

生方の御意見、全員一致でエビデンスとしては認められるということでよろしいで

しょうか。  

 ありがとうございました。  

 それでは、少し表示について見ていきたいと思うのですけれども、表示はドッチ

ファイルでしょうか。  

○消費者委員会事務局  表示につきましては、申請書そのものであれば第 2章にな

りますけれども、机の上にある申請資料概要版というやや薄いファイルを見ていた

だいたほうが見やすいかと思いますので、これのイというタグのついたところにな

ります。今日オンラインで御参加の先生方のところにも同じ申請資料概要版はお送

りしてございますので、そこのイの項を御覧いただければと思います。  

○□□委員  事務局、少し説明していただいてもよろしいでしょうか。  

○消費者委員会事務局  このイのところに表示見本として、まず 1ページ目にはこ

こにある表示の一覧表を分かりやすく書き出しております。 2ページ目は、実際の

製品のラベルにはこのようなデザイン、このような表示をしますということが示さ

れております。どちらを見ていただいてもよろしいかと思うのですけれども、ポイ

ントになってくると思われますのは許可表示の文言かと思います。  

 今申請されております許可表示文言は、「この食品はドコサヘキサエン酸（ DHA）

とエイコサペンタエン酸（ EPA）を豊富に含みます。日頃の運動と DHA及び EPAを含

む健康的な食事は、心血管の健康を維持し、歳をとってから心血管疾患になるリス

クを低減する可能性があります」ということで申請されております。この表示文言

が、今御了承いただきましたデータを基にこういう訴求をすることが適切かどうか

ということを御議論いただきたいと考えます。  

○□□委員  ありがとうございました。  

 それでは、今御説明のあった許可文言について、御意見がありましたらお願いい

たします。  

 その前に、参考資料 3というのは配られているのですか。  

○消費者委員会事務局  参考資料 3は今日お配りした資料の最後のほうです。今御

覧いただいた補足資料というのが色のついた資料の分類をした資料があったかと

思いますけれども、その後に参考資料として幾つかつけられております。机上の資

料としては、ホチキスでとめました「特定保健用食品一覧表」という最近許可にな
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った品目の一覧をまとめた資料がございますが、それの 1枚手前になります。よろ

しいでしょうか。  

○□□委員  委員の先生方、よろしいですか。これを参考にしたらよろしいかなと

思います。一番左側の特保の表示許可についてということで、カルシウム、葉酸と

いうのが現行の疾病リスク低減表示になります。「この食品はカルシウムを豊富に

含みます。日頃の運動と適切な量のカルシウムを含む健康的な食事は、若い女性が

健全な骨の健康を維持し、歳をとってからの骨粗鬆症になるリスクを低減する可能

性があります」、葉酸は「この食品は葉酸を豊富に含みます。適切な量の葉酸を含

む健康的な食事は、女性にとって、神経管閉鎖障害を持つ子どもが生まれるリスク

を低減する可能性があります」というような許可文言になっております。  

 これが参考になるかと思うのですけれども、今回の新製品につきましては、「こ

の食品はドコサヘキサエン酸（ DHA）とエイコサペンタエン酸（ EPA）を豊富に含み

ます」、ここまでは現状の疾病リスク低減表示と同じなのですが、次の「日頃の運

動と DHA及び EPAを含む健康的な食事は、心血管の健康を維持し、歳をとってから心

血管疾患になるリスクを低減する可能性があります」という文言です。  

 第 1回のときに委員の先生から意見を出して頂いて、何人かの委員から表示につ

いて意見があったと記憶しているのですが、ちょっとここは資料がないのですけれ

ども、分かりますか。  

○消費者委員会事務局  よろしいでしょうか。参考資料 3の一番左側の欄は、現行

の疾病リスク低減特保での許可表示、規格基準として認められておりますカルシウ

ムと葉酸の許可表示でございます。  

 左から 2番目のところは、こういった表現も疾病リスク低減特保の許可表示文言

としては考えられるのではないかということで、事務局のほうから例として提示さ

せていただいた文言でございます。  

 あと、その右の 2つの欄ですけれども、これは参考として海外ではどのような表

示になっているかということをアメリカと EUを例に取りましてお示しさせていた

だいたものです。アメリカや EUではこういった表現が認められておりますというこ

とをお示ししたものでございます。  

○□□委員  左から 2番目の事務局提案のところを読み上げていただければ大変参

考になると思います。  

○消費者委員会事務局  パターン 1、パターン 2というふうに考えました。この例と

いたしまして、心血管リスクと 2型糖尿病とありますので、心血管リスクのほうだ

け読み上げさせていただきます。  

 パターン 1として考えました文言は、「この食品は○○を豊富に含みます。日頃の

運動と適切な量の○○を含む健康的な食事は、心血管疾患になるリスクを低減する

可能性があります」ということです。パターン 2といたしましては、「日頃の運動と
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○○を豊富に含む健康的な食事は、脂質異常を改善したり、血栓形成を抑制します。

脂質異常や血栓形成は、心血管疾患の発症リスクの一つです」ということです。例

えばこういった文言が考えられるのではないかということでございます。  

○□□委員  ありがとうございました。  

 それでは、いかがでしょうか。文言について提案されているものと、今の事務局

のパターン 1、パターン 2、それから委員の先生方からもっとこういうふうに工夫し

たらいいのではないかという意見がありましたら、頂きたいと思います。  

 どうぞ。  

○□□委員  □□です。  

 今御提案いただいた中では、最初のパターン 1のほうが、2番目よりはよろしいの

ではないかなと個人的には感じております。血栓形成までは特に言わなくてもいい

のではないかなと考えています。  

 あと、以前の会議でもお話がたしか出たと思うのですが、食塩ですとか砂糖など

も含んでおりまして、ただ、これに関して細かく言うことはなかなか難しいと思う

のですが、このような製品の場合に、例えば、医師にかかっている人は御相談くだ

さいというような文を書くということはあまりされないのでしょうか。それは質問

をさせていただきたいと思います。  

○□□委員  ありがとうございます。  

 今の御意見で、やはりパターン 1、パターン 2を比べますと、パターン 1のほうが

エビデンスに沿った言いぶりになるということで、パターン 1のほうがいいのでは

ないかということになります。  

 それから、注意喚起の文言も書くことはできるのですけれども、例えばビタミン

Ｋに関しては血液凝固の薬を飲んでいる方は医師に相談してくださいというよう

な、明らかに禁忌の事例がある場合は書くのですけれども、特保については、ナト

リウム、糖類、アルコールを含むものについては、そもそも許可されないというこ

とで、この「 DHA入りリサーラソーセージω」については、以前にも既許可品があっ

て、既にナトリウム、糖、アルコールの部分についてはクリアしているということ

なので、ここに書くのはなかなか難しいのかなと考えられますが、事務局はいかが

でしょうか。  

○消費者委員会事務局  成分的には既許可品とたしか全く同じだったと思います

ので、今回の製品だけそういった表示を書くというか、調査会からの指示として書

かせるというのは、ちょっと難しいのかなと考えます。  

○□□委員  ありがとうございます。参考までにお伺いしたまでです。  

 あと、以前、エパデールなどを飲まれている方が、これは本来 1日 1本ではあるけ

れども、たくさん食べてしまったときに成分が重なる可能性があるというお話もた

しか出たと思うので、そういったことも含めてお話をお伺いいたしました。ありが



第 57 回新開発食品評価第一調査会 議事録 

9 

 

とうございます。  

○□□委員  ありがとうございます。以前の委員会でも安全性についてということ

で□□委員から御指摘いただいておりました。  

 今回はもう既に既許可品があるということで、安全性評価も済んでいるというこ

となので、この資料をもってさらに安全性に関するデータをつけてくださいとか、

文言をプラスするというのは、今事務局もおっしゃったようになかなか難しいとこ

ろではございますが、疾病リスク低減表示ということなので、かなり境界域の方も

摂取されるということなので、非常に重要な点だとは思いますが、調査会としては、

そこをさらに乗り越えて表示していただくという指摘はなかなか難しいのかなと

いうことでございます。ありがとうございました。  

 □□委員、この表示について、いかがでしょうか。  

○□□委員  私も機能表示そのものは、血栓等の話はエビデンス上はなかったので、

パターン 1を支持します。  

 安全性の面でいくと、やはり 1日の摂取量 1本、これがもうセオリーどおりだろう

と。既に疾患等でオメガ 3系の薬剤による治療を受けていると過剰摂取のおそれが

若干出てしまいますけれども、やはり 1本を守るというところが書かれているので、

これが一つ歯止めかな。 2番目のポツで、過剰に摂取してもリスクがさらに少なく

なることはないということも併せて出ていますので、一応こういう歯止め文言はあ

るかなということで、なかなか難しいですけれども、食品ですし、これでいいかな

というふうに私は思いました。  

 ただ、やはりほかの論文とかを見ていくと、安全性に関するモニタリングという

のは常に継続して実施されていますので、こういうのが併せてこの後も見ていけれ

ばいいのかなと。許可を取れたからあとはもういいやという話よりも、許可を取れ

たからこれまで以上に栄養素の安全性と有効性についてはこの会社、マルハニチロ

さんがきちんと見ているということを期待したいと思います。  

 以上です。  

○□□委員  ありがとうございます。  

 □□委員、いかがでしょう。  

○□□委員  すみません。せっかく現地に参加しているのに、委員会に参加してか

ら日が浅いので、今までの慣例が分からず、勉強のためにお伺いしたいのですけれ

ども、私として 1つは、「歳をとってから」というのが入っているのですが、これは

普通のことなのでしょうか。いつからが歳なんだろうかと自分自身は思っちゃった

りするのですけれども、あるいは特に今まで論文もそれを取り上げているわけでは

ないような気がしたのがあります。  

○□□委員  「歳をとってからの」というのは、骨粗しょう症とカルシウムの関係

で、やはり骨粗しょう症については「歳をとってからの」ということで入れられて
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いるのですが、必ずしも、どうなのでしょう。心疾患については年を取らなくても、

中高年でもというところがあると思いますけれども。  

○消費者委員会事務局  許可表示の文言が決まっているものとしては、今、表で一

番左にお示ししたカルシウムと葉酸の 2つしかないわけです。今日現在、これ以外

に疾病リスク低減特保というのはございませんので、そういった中で、「歳をとっ

てから」というのが一般的と言うとちょっとおかしいですけれども、必要なのかど

うかという今の□□委員の御質問は、今決まっているのがカルシウムなのでと考え

たほうがよろしいのかなと思います。これから今回の DHA、EPAのように新しく出て

きた成分と疾病リスク低減について、全て「歳をとってから」というのが必要かど

うかというのは、調査会の先生方にここで御議論いただいたほうがよろしいのかな

と思います。必要であればもちろん残しますし、特に今回の関与成分、疾病の関係

であれば要らないだろうということであれば、それは削除してもよろしいのではな

いかと考えます。  

 現行のほうでも、カルシウムには「歳をとってから」が入っていますけれども、

葉酸のほうは、当然ではあるかもしれませんが、入ってはいないですね。  

○□□委員  ありがとうございます。  

 それでは、□□委員、御意見をお願いします。  

○□□委員  以前、□□委員のほうからもコメントがあったと思うのですけれども、

「心疾患疾病のリスク低減」というところはいいと思うのですが、その前に「心血

管の健康を維持し」と書いていますけれども、これはどこの論文を根拠に言ってい

るのか。今頃ですけれども、出してきている論文は、心血管疾患とのリスク低減に

効果があるかどうかというのは出していますけれども、心血管の健康を維持してい

るというエビデンスはないような気がするのですが、いかがでしょうか。  

○□□委員  ありがとうございます。確かに虚血性心疾患のリスクについてはアウ

トカムで見ているのですけれども、心血管の健康というところは、血管に関する指

標を見ているものはないのかなと私も考えておりますが、□□委員、いかがでしょ

うか。  

○□□委員  ありがとうございます。委員の先生方のおっしゃるとおりだと思いま

す。ですので、後半だけを残したほうがよろしいのかなというのと、あと、今、話

題に出ておりました「歳をとってから」というのは、多分、何年間かするとという

意味だと思うのですけれども、もしかしたら 15歳ぐらいから中性脂肪が高ければ、

30代などで心筋梗塞を起こす場合もあるので、高齢者に特化するのはちょっとおか

しいのかなと思いました。  

○□□委員  ありがとうございます。  

 □□委員からも手が挙がっております。□□委員、お願いします。  

○□□委員  もう議論されてきたところなのですけれども、私も□□委員が最初に
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おっしゃったところが気になっておりまして、「歳をとってから」というのは、こ

の場合にはあまり当てはまらないのかなという感じがしておりました。先ほど□□

委員からもございましたとおり、確かに 30代でもリスクの高い方は高いということ

ですので、ここはただ削除するということでもよいのかなと感じました。  

 以上です。  

○□□委員  ありがとうございました。  

 今までの御意見について、さらに御意見のある方。  

 □□委員、お願いします。  

○□□委員  □□です。  

 資料 1の 4ページの文献 1-3には、研究開始時の年齢が若い群では有意な変化が見

られたが、年齢が高い群では見られなかったというような記述があるので、若い頃

からずっと食べていないと効果が出ないとかそういうことを表すために「歳をとっ

てからの」というふうに入れたのかなとちょっと思いました。確かに皆さんおっし

ゃるとおり、年齢というのは幾つからなんだろうというのも私としても気にはなっ

ているのですが、今食べたから今すぐ効果があるというものではないということを

言い表しているのかなと思いました。  

 以上です。  

○□□委員  ありがとうございました。確かにすぐ効果が出るわけではないという

ことを表している。  

○消費者委員会事務局  よろしいでしょうか。あまり推測で物を言ってはいけない

と思うのですけれども、先ほどもちょっと申し上げましたけれども、今日現在、文

言が決まっているのはこのカルシウムと葉酸しかない。そういう中で、初めて新し

い関与成分として、新しい疾病リスクとして申請されてきたのが今回の品目なわけ

です。そうしたときに、どういった許可表示がいいのかということを申請者のほう

で考えたときに、今あるカルシウムや葉酸をお手本にして考えた、そのために「心

血管の健康を維持し」とか「歳をとってから」という文言が今回の品目の中でも入

ってきているのではないかなというふうに感じるのです。  

 この点、すぐに分かるのかわかりませんが、申請者に確認してまいりましょうか。 

○□□委員  はい。あと、やはりエビデンスに基づかなければいけないので、今ち

ょっとこのエビデンス表を見ているのですけれども、大体平均年齢 50歳とか、あと

18歳以上とか、年齢の幅が書いてあるものもあるのですけれども、全てについて年

齢が書いてあるわけではないのです。ただ、大体 40から 59とか、平均 50歳ぐらいの

論文が散見されるかなというところではございます。一応、聞いてみていただくこ

とができれば。  

○消費者委員会事務局  では、「心血管の健康を維持し」と「歳をとってから」とい

うことについて、申請者としてはどのような根拠を考えてこの許可表示に盛り込ん
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でいるのかと、データはあるのかというところを確認してまいります。  

○□□委員  お願いします。  

 「歳をとってから」というと、大体 65歳ぐらいを想定しちゃう。  

○□□委員  「将来的に」とか。  

○□□委員  そうですね。将来の。私もちょっとそう思いました。  

○消費者委員会事務局  よろしいでしょうか。確認してまいりました。  

 「心血管の健康を維持し」という部分と「歳をとってから」という部分ですけれ

ども、これは今ちょっと私のほうから、ではなかろうかと申し上げたように、カル

シウムをお手本にして作ったので、こういう文言を入れましたということです。デ

ータがあるのかということについては、特にデータはないと。申請者としてこの一

文を残すことにこだわりはあるのですかということについても、特にこだわりはあ

りませんということでございました。  

○□□委員  ありがとうございます。  

 それでは、エビデンスに基づいた許可表示というのが求められますので、調査会

としましては、「心血管の健康を維持し」というところは削除したほうがよろしい

のではないかということと、「歳をとってから」というところも特に必要ないので

はないか。エビデンスに基づいてということではないということなので、削除して

いただいてもよろしいのではないかということ。  

 ただ、□□委員がおっしゃったように、すぐに効果が出るわけではないよという

ところを示すのに何らか、先ほど□□委員のほうから、「将来的に」とか何かそう

いう少し経時的な文言を入れたらどうかということがありましたので、その辺りも

検討していただければと考えますが、いかがでしょうか。よろしいですか。  

 それでは、表示の文言については、今特に科学的根拠に基づいて入れているわけ

ではないということから、委員の先生方の御意見をまとめたところで修正できれば

していただきたいということを出してもよろしいでしょうか。  

○消費者委員会事務局  承知しました。この許可表示につきましては、「心血管の

健康を維持し、歳をとってから」という部分については削除するということでよろ

しいですね。  

 それに代わって、「歳をとってから」ということではないけれども、後になって

というようなことを何か新しい別の言葉で入れ込むということも調査会からの要

求というか、指示事項になるということでしょうか。  

○□□委員  はい。最終的にはこの文言は部会に申し送りということになると思い

ますが、調査会の意見としては、エビデンスに基づいた表示について提案するとい

うことだと考えております。  

○消費者委員会事務局  そういった方向で修正するようにということで、それを部

会に申し送るということ、そこまでは承知いたしました。  
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○□□委員  ありがとうございます。  

 それから、この許可表示に加えまして、ラベルについても見ていきたいと思うの

ですが、私は、「心血管疾患のリスク低減に期待されます」とか、これはちょっと積

極的過ぎるのではないかと思いますが、リスク低減で抜き出しはいいのでしょうか。

これはちょっとまずいと思いますけれども。  

 ここの青いのは消していただきたいですけれども、カルシウムについて、このよ

うにリスク低減を抜き出した表示というのはあるのでしょうか。  

○消費者委員会事務局  申し訳ございません。カルシウムでの疾病リスク低減特保

のパッケージまで全て確認はしておりませんので、今すぐお答えするのは難しい状

況です。  

○□□委員  分かりました。  

 □□委員、意見をお願いします。  

○□□委員  その 1つ前の「将来的に」の続きのところだったのですけれども、話

題が戻って申し訳ないです。そのときに手を挙げましたので。  

 本題とは少しずれるかもしれないのですけれども、議論の中で、すぐに効果が現

れるものではないという前提で議論がされていたと思うのですが、一方で、すぐに

病気になるものではないということは言えると思うのですけれども、食品の場合に

は、すぐに効果があるものばかりの蓄積の結果という考え方で消費者の方にも接し

ていただきたいなというふうに個人的には思いますので、そこは表現としては同じ

であっても、議論とかコンセプトとしては、すぐに病気になるものではないところ

に日々役に立っているという食品自体は比較的、直接的な効果が期待できる。小さ

な積み重ねというところをうまく社会に生かしていければいいのかなと感じまし

た。ちょっとそれた意見で申し訳ございません。  

 以上です。  

○□□委員  ありがとうございます。貴重な御意見だと思います。  

 それについて少し申請者のほうに、日常的に摂取するものですけれども、すぐに

効果が出るものではないというところ。ただ、日常的に摂取することが重要だよと

いうことで、それは特保のコンセプトではあるのですけれども。  

○消費者委員会事務局  すぐに効果が出るものではない、継続的な摂取が大切なの

だということは、今御審議いただいている品目に限らず、全ての特保、あるいはも

っと広く食品に共通のことかなとも思われますので、今日の審議の中でそういった

御意見が出たということは後日、議事録を申請者にも渡して、こんな意見がありま

したよということは伝えるようにいたします。  

○□□委員  ありがとうございます。特保の基本的なところだと思いますので。た

だ、疾病リスク低減表示というところは少し特殊なところがありますので、なかな

か今までどおりにはいかないところもありますが、これは申請者のほうで実際の詳
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細は考えていただくということで、こういう議論があった上でさらに改良をお願い

しますということでよろしいかと思います。  

 あと、疾病リスク低減表示というところで気になったのですけれども、DHA、EPA

関連のお薬を飲んでいる方もいらっしゃると思うので、それについてリスク低減と

いう表示に特化したものの注意喚起があってもいいのかなと思ったのですが、先ほ

ど□□委員は必要ないのではないかという御意見もあって、そこのところはもうち

ょっと議論を深めたほうがいいかなと今、考えた次第です。  

 ただ、カルシウムについては、カルシウム製剤とかビタミンＤを摂取している方

に関する注意喚起というのは特にないのですよね。  

 □□委員、よろしくお願いします。  

○□□委員  実際はカルシウムとかビタミンＤが過剰で御入院される方もいらっ

しゃるので、本来であれば、基準を書かなくても、医師に相談してくださいですと

か、そういうことが書いてあると、そういった患者さんは救われるのかなと思って

おります。  

 委員の先生方が先ほどおっしゃったように、 DHAなどはそれほど問題が起こり得

ないのかもしれないですが、万が一ですが何十年もものすごい量で毎日ソーセージ

食べる方もいらっしゃると思いますので、そのようなことを考えると、今後、□□

委員がおっしゃってくださったようなことが検討されると、よりよろしいのかなと

感じております。  

○□□委員  ありがとうございました。  

 これについてはやはり表示の文言ということで、調査会では決められない事項と

考えます。ただ、調査会では、DHA、EPAは実際に医薬品として服用している方もい

らっしゃるので、それについては疾病リスク低減表示の中で注意喚起が必要なのか

どうかという議論があったということは大事なことだと思うので、そこについても

部会に申し送るということでいかがでしょうか。  

 □□委員、よろしいですか。  

○□□委員  それでいいかと思います。いずれにしても 1日 3本以上食べてしまうと

もう薬の 1日量と同じになってしまうので、併せて飲んでいくと過剰摂取ですね。  

○□□委員  ありがとうございます。  

 委員の先生方、よろしいでしょうか。では、部会に申し送るということで、DHA、

EPA製剤について摂取している方は医師に相談するというような文言もあってもよ

いのではないかという意見が出たということで、部会のほうにも医師の先生方がい

らっしゃいますので、議論していただければと思います。  

 事務局、よろしいですか。  

○消費者委員会事務局  今までのところを整理させていただきたいと思います。  

○□□委員  あともう一つ、青色のところです。  
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○消費者委員会事務局  そこも含めてですが。  

○□□委員  では、お願いします。  

○消費者委員会事務局  ちょっと繰り返しになる部分もありますけれども、まず、

許可表示文言の「心血管の健康を維持し、歳をとってから」というこの 2つの部分

については、データがないのであれば取ったほうが適切であるという、検討してく

ださいということよりも、もう少し強めな表現になりますでしょうか。データがな

いのであれば削除することが適切であると。  

○□□委員  そうです。データどおりに示してください。  

○消費者委員会事務局  ということがまず 1点ですね。  

 それから、「歳をとってから」というのは、今言ったように削除することが適切

だということですが、それに代えて、例えば、「将来的に」というような文言を入れ

ることを検討してくださいということでよろしいですか。  

 次の 3点目になりますが、医薬品摂取者に対する注意表示についても検討してく

ださいということ。  

 それから、□□委員のほうから御意見がございました製品の表面に書かれており

ます青の部分については、削除することを検討されたいという趣旨になるのでしょ

うか。  

○□□委員  いかがでしょうか、委員の先生方。  

○□□委員  □□です。  

 今回の疾病リスク低減というのは、特保のマークそのものが変わるのでしたっけ。 

○消費者委員会事務局  変わりません。ここに描いているばんざいをしているよう

なマークそのままです。  

○□□委員  そのマークの中にリスク低減とかそういう表示とか、何か説明が付く

とか、そういうのではないのですね。  

○消費者庁食品表示企画課  特保の公取協がございまして、今、そちらのほうで取

り決めを、疾病リスク低減が許可されたらという前提でいろいろ検討されているよ

うです。まだ決定かどうかは分からないのですけれども、特保のマークに疾病リス

ク低減と分かるような特保のマークプラスアルファのようなものを検討している

とは聞いております。  

○□□委員  それがあればこれは要らないのではないかと。  

○消費者庁食品表示企画課  それについては、公取協会員企業は使用できることに

なります。  

○□□委員  ちょっと質問なのですけれども、それは従来の疾病リスクと今回の個

別評価型疾病リスクを分けるという意味ではなくて、疾病リスク全体について新し

い表示を考えているところということですか。  

○消費者委員会事務局  まだ詳細が決まってはいないかと思うのですけれども、疾
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病リスク低減以外の特保でも、この特保マークの周囲というか下に、血糖値だとか

体脂肪というのを書いてもいいよという方向で公取協のほうではいろいろ取り決

めを作っております。  

○□□委員  疾病リスクは疾病リスクみたいな感じで一まとめに。  

○消費者委員会事務局  疾病リスクなのか、心疾患というところまでいくのか、ち

ょっとその辺は何とも、今の段階では決まっていないと思われます。  

○□□委員  □□委員としては、それがあればよろしいかなという御意見ですか。 

○□□委員  そうですね。この青い表示でいくと、確かにそれがもろ出ていますの

で、別に出してはいけないというほどではないのかもしれませんけれども、ただ、

何かしら、ちょっと目立ち過ぎですね。  

○□□委員  これは「期待されます」とありますが、「可能性があります」ですよ

ね。期待しては困るということをコーデックスで言われていますけれども、消費者

が効果を期待しないように表示してくださいと言われています。  

○消費者委員会事務局  現状では、そのことに関して明確な表示のルールはないと

思いますので、初めてのケースでもありますし、どう扱っていったらいいのかとい

うことは、まさにこの調査会なり部会のほうでお決めいただくのがよろしいのかな

と思います。  

○□□委員  それでは、委員の先生方、この青いところはいかがでしょうか。  

 では、□□委員から。  

○□□委員  なかなか難しいところだなと思って聞いていたのですけれども、少な

くとも「期待されます」は NGだとは思うのですが、大きさとかは議論する対象じゃ

ないのかもしれませんけれども、ちょっと期待感が大き過ぎるとかいうコメントは

駄目でしょうか。ちょっと分かりませんけれども、そんなふうに感じました。  

○□□委員  □□委員はいかがでしょうか。  

○□□委員  ありがとうございます。前回もちょっと申し上げたかもれないのです

が、「特茶」の電車の中の広告がすごく期待をあおる広告になっていて、ここでお

話ししたことと少し変わってしまっているなというふうに感じましたので、多分、

広告というのはまた広告業界の方々がいろいろ作られると思いますから、ある程度、

厳しめにお伝えしてもよろしいのではないかなと思います。  

○□□委員  ありがとうございます。  

 □□委員は、これは、公取協のほうはまだ分からないので。  

○□□委員  そうですね。少しフェアにいくと、「期待される」、「可能性がある」と

いう話も書いてありますけれども、これは 2回も 3回も表示するべきものなのですか

ね。よく分かりませんけれども、リスク低減がありますというのは何かしらマーク

で示しておいて、それは中身を見て何なのかというところで、これだけが前に出て

選んでもらうというのは、それはちょっと違うのかなという気がします。特保のマ
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ークがきちんと用意されて、そういうものだというのが伝われば、その説明を見て

いただくというのが本当はいいのかなという気がします。消費者個人が選ぶ行動に

なりますので、文言だけにつられてというのは何となく違うなと思います。すみま

せん。うまく言えません。  

○□□委員  ありがとうございます。いずれにしてもちょっと違和感はあるという

ことですね。  

 □□委員、いかがですか。  

○□□委員  たしか前回、 6月 19日のときにも出たお話だと思いますので、あまり

表に大きく、書きたいのでしょうけれども、このようなやり方は少し御遠慮いただ

いたほうが全体のバランスが取れるのではないかなという気がするのと、ほとんど

初めてに近いぐらいの新しいタイプの特保なので、少し慎重にやったほうがよろし

いかなという気がします。  

 以上です。  

○□□委員  ありがとうございました。  

 □□委員はいかがでしょうか。  

○□□委員  私もパッケージは少しきちんとした感じを、よりしっかりと制御され

ている形がよいかと思います。□□委員がおっしゃったとおり、広告のところにな

るとまた少しレベル感の違う文言が電車なんかでも確かに出てきたりしているの

を私も拝見しますので、パッケージはきちんとしたものが並ぶというのがよいと思

いますし、マークが個別の疾患名まで出すというのは、それもまたちょっとやり過

ぎな感じもすると思うのですけれども、違うタイプの新しいジャンルの疾病リスク

低減表示ができたということが分かるようなマークを作っていただいて、詳しくは

きちんと文章のところで見ていただくということでよいものであれば、広まってい

くのではないかなと思います。  

 以上です。  

○□□委員  ありがとうございます。  

 □□委員はいかがでしょうか。  

○□□委員  □□です。  

 ほかの委員もおっしゃっていたのですけれども、「リスク低減に期待されます」

というのは日本語的におかしいなということと、やはり今回、疾病リスク、新しい

ジャンルの特保ということで、その表示をどこかにはっきり出していただければい

いのではないかなと思います。  

 以上です。  

○□□委員  ありがとうございました。  

 それでは、委員の先生方、皆さんやはり「リスク低減に期待されます」のところ

は文言として不適切ではないかという御意見。それから、消費者に期待を持たせる
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ような目立つ表現は少し控えたほうがいいのではないかということでお伝えいた

だければいいかと思います。  

○消費者委員会事務局  分かりました。この青の丸部分の表現、特に「リスク低減

に期待」という言葉が不適切だという方向ですね。  

 あと、今、□□委員のほうから、削除するということだけではなしに、疾病リス

ク低減特保であることがもっとよく分かるようなことも書いたらいいのではない

かという御意見もあったかと思うのですけれども。  

○□□委員  ただ、それはもう既にカルシウムで出ていますので、そちらとの整合

性もあると思います。これだけに疾病リスクと書くと、これだけの印象が強くなっ

てしまいますので、その辺りはもうちょっと上のレギュレーションのところかなと

思うのですが、この調査会で指摘するのはちょっと難しいかなと思います。あった

ほうがいいのですけれども、さっきの公取協のお話で、そちらのほうで分かりやす

くしていただくという方向であるのなら、それを待つということでしょうか。  

○消費者委員会事務局  まず、公取協のほうについては、今の段階といいますか、

今日の御議論の場では切り離してといいますか、まだ決まっていないものとして扱

っていただいたほうがよろしいのかなと思います。  

 疾病リスク低減特保であることを積極的に書くのは、カルシウムなどとの横並び

でいかがなものかというのが□□委員の御意見。  

○□□委員  私はそうなのですけれども、□□委員はもうちょっとはっきり分かる

ようにしたほうが、確かにいいはいいのですけれども、横並びでどうなのかなとい

うのはちょっと懸念があります。  

 □□委員、お願いします。  

○□□委員  特に積極的にというよりは、疾病リスク低減というのが何かしら分か

るような特保の話、公取協でしたか。そのお話があったので、特保全体としてカル

シウムと横並びで、カルシウムも疾病リスクというのが分かるような何かがあるの

かなと、あまり知らなかったのでそういう発言をしてしまったのですが、現在のほ

かの疾病リスクのものと横並びの表示になるとよいと思います。  

 すみません。以上です。  

○□□委員  ありがとうございました。□□委員の御意見としては、特にこれだけ

に書くというのではなくて、全体、カルシウムももし横並びにできるなら、そのほ

うがよりベターという御意見なので、特にこれで強調してということではないとい

うことです。  

○消費者委員会事務局  疾病リスク全般についてということになるのかもしれま

せんけれども、「期待」という言葉は不適切だから削除をしなさいというようなこ

とは調査会としてはっきり言えると思うのですけれども、ちょっと難しいのですが、

疾病リスク低減であることをはっきり書いてくださいというような要望も調査会
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として言えなくはないのかなと思います。  

 それと、カルシウムと横並びということについても、疾病リスク低減であるとい

うことをはっきりさせたほうが好ましいということで DHAから書き始めれば、そう

いった表示がカルシウムのほうにも広がっていくということもまた期待されるの

ではないでしょうか。  

○□□委員  いかがでしょうか。疾病リスク低減を強調するべきだという御意見と、

私の意見としては、消費者に期待させるような文言は避けるということで、一応許

可表示ではエビデンスに基づいて表示することができるのですけれども、さらにそ

の疾病リスクを消費者に分かりやすくするようにということを調査会から出すと

いうことはいかがなのでしょうか。どうですか。  

 どうぞ。  

○□□委員  カルシウムと葉酸と今から出てくるものは、かなり違うというふうに

考えています。カルシウムと葉酸は医学的にも本当に疾病リスク低減をするであろ

うと考えられるのですが、カテキンの問題もこの後出てくるのかなと思いますが、

例えば葉酸のこの文章の中にカテキンを当てはめた場合にちょっと違うなと感じ

ました。疾病リスク低減の製品もこれからどんどん申請があるとは思うのですが、

それほど疾病リスク低減できるものが世の中にまだ残っているのかなという気持

ちもありまして、 1例目なのであまり強調しなくてよろしいかなと思っています。  

○□□委員  ありがとうございます。カルシウム、葉酸とその他の個別評価を差別

化することはいいのですけれども、全体について疾病リスクをこの調査会から強調

するような指示はなかなかできないのかなと考えます。  

○消費者委員会事務局  承知しました。では、その部分につきましては、調査会と

しては何も言わないということで。  

○□□委員  そうですね。現時点では、「期待されます」は、期待させちゃいけない

ので、「期待されます」という文言は削除していただきたいのですけれども。  

○消費者委員会事務局  「期待されます」は不適切であるということは伝えますけ

れども、そこまでにとどめて、今幾つか御意見が出た中の疾病リスクであることが

分かるように、目立つようにということは、特に調査会の総意として申請者には伝

えないということでよろしいですか。  

○□□委員  と思いますけれども、□□委員、いかがですか。  

○□□委員  私のほうでしょうか。  

○□□委員  □□委員、すみません。先ほどちょっと差別化したほうがよろしいと

いうことだったのですが、でも、将来的に公取協のほうでそのような方向性にいく

ならよろしいという意見だったので、□□委員は、特にこの調査会でリスク低減に

ついて強調したほうがいいという御意見ではないと理解してよろしいですか。  

○消費者委員会事務局  □□委員、マイクが入っていません。  
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○□□委員  □□委員、聞こえますか。  

○□□委員  □□です。  

○□□委員  先ほど、疾病リスク低減表示だというのを分かるようにしたほうがい

いという御意見だったのですが、将来的には公取協のほうで何か差別化するような

ことを考えられているということが進んでいるのだったら、特にこの調査会で疾病

リスク低減表示を強調するような表示については必要がないのではないかという

御意見だったのですが、それでよろしいですか。  

○□□委員  はい。公取協とか上のほうで決めていただくものがあれば、それでい

いのではないかと。ただ、今までと成分も変わらないのに疾病リスク低減というの

を新しく認めるというところは、何か違いがないとどうなのだろうと。疾病に対し

て効果がありますというのを特保として認めるというところが何かもうちょっと

分かるような表示を上で考えていらっしゃるのだったら、そういう共通の表示とし

ていただいて、わざわざ個別にメーカーの方に考えていただく必要はないのではな

いかなという意味で、共通の文言も決めていただければいいのかなと。  

 （わざわざ大々的に広告をメーカーがそれぞれ考えるのではなくて、）一応認め

たら、ある一定水準の効果があるということのわかる一定の表示というのがあれば、

過度な宣伝文句をメーカーのほうで考える必要がなくなるのかなという、抑える意

味でというのですかね。そう思いました。まとまらなくてすみません。  

○□□委員  貴重な意見をありがとうございました。  

 ということで、□□委員の御意見としては今のようなことなので、特にこの調査

会として、疾病リスクを特別目立つように何か表示したほうがいいという意見では

ないということです。  

○消費者委員会事務局  承知しました。  

○□□委員  □□委員、よろしくお願いします。  

○□□委員  先ほども□□委員のほうでお話をしていただいたので、同じ疑問だっ

たのですけれども、既にもう規格基準型で許可をされているものをさらにというこ

とで別のジャンルとして出されているものが既にあるということで、それをどうい

うふうに、消費者もそうなのですけれども、企業側も区別してメリットを理解して

いくのかというところが上のほうで決めていただけるようだったら一番いいので

はないかというところです。  

 文字でリスクとか疾病ということをマークのところに書いてしまうのも少し、そ

れはそれでまた目立つというか、かなりジャンプしてしまうところにもなると思う

ので、実際に関与成分の内容は変わらないけれども、そういう言葉が付いたのと付

いていないマークというのも、そこまで飛び上がるところもちょっと、それこそリ

スクがあるのかなと私も思うのですけれども、色を変えるとかいうぐらいのところ

で、グリーンマークとかオレンジマークとか、分からないですけれども、少しそう
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いうちょっと違うジャンルだよというのが消費者の方にもだんだん分かっていた

だけるようなよいマークも、もしできるのであれば、できるといいなと思いました。 

 以上です。  

○□□委員  ありがとうございました。将来的にはリスク低減とそのほかの特保に

ついては少し差別ができるような表示があればいいなということの御意見で、特に

調査会から今回の申請について目立つようにというような指摘はしないというこ

とで、消費者の混乱を招かないようにというふうに視点を置いたほうがいいかなと

考えました。  

 それでは、今回の審議についてはよろしいでしょうか。回答についてはお認めす

るということと、表示については少し御意見を出して頂いて、部会のほうに諮問す

るということで、事務局のほうでまとめていただければと思います。  

○消費者委員会事務局  そういたしますと、「 DHA入りリサーラソーセージω」につ

きましての今日の審議結果になりますけれども、審議の結果として、調査会として

は、これを特保として了承するということでよろしいでしょうか。  

 ただし、後半で議論されました「心血管の健康を維持し、歳をとってから」とい

うところは、不適切なので削除したほうがよろしいということとか、「将来的に」

ということを入れたほうがいい。それから、医薬品摂取者への注意表示も検討した

ほうがよろしいということ。それから、パッケージの表面にあります青字の部分の

「リスク低減に期待」という表現は不適切なので、この辺は削除することを検討し

たほうがよろしいといったこと。こういったことを部会への申し送り事項とすると

いう条件をつける。その上で調査会としては了承という結論でよろしいでしょうか。 

○□□委員  はい。それでよろしいと思います。  

○消費者委員会事務局  それでは、審議結果の具体的な文言につきましては、また

事務局のほうで案を作りまして、座長と相談して決定させていただきたいと思いま

す。それができましたらば、部会のほうへ調査会の結論、審議結果はこうでしたと

いうことでお伝えさせていただきます。  

○□□委員  ありがとうございました。  


